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ドイツのご軸灘宣対策パネル展

『ごみの処理場を近所につくらせて欲しい』と関係者等か

ら要望があった場合、多くの方は『それは困ります』と当惑

されるのではないでしょうか。一方、ごみは毎日毎日大量に

発生しています。この処理も考えねばなりません。ごみの処

理場は迷惑施設であるとともに必要施設なのです。そして、

この問題は日本全国の地方自治体では避けては通れない課

題なのです。そして関係資料によると、稚馬県のごみの発生

量はかなり多く、平成25年度で全国ワースト4位と言われ

ています。

そこで環境先進国と言われているドイツは、「この課題に

対してどのような施策を持って対処しているか」について関

心を持った私達ぐんま日独協会員は、ドイツから資料や写真

等を入手してドイツの考え方や施策等を調べパネル15枚

にまとめました。それをご覧いただければ幸いです。

平成27年6月　ぐんま日独協会
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ドイツのさ軸対策の基本的考え方

ドイツ � 日本 

基本的な発想 � 発生抑制 � リサイクル 

発生しないための対策 � 発生したごみの再利用 

ごみの処理方法 � 国．州が法律規制 � 各自治体独自処理 

法律制定で全国統一ルール � 市町村自治体一任 

処理費用負担先 � 発生責任者負担 � 各自治体負担 
メーカ一・滴道楽者負担 � 市町村自治体（税金） 

処理部門の設立 � 　DSDの設立 業界出資のごみ処理会社 � ○ ○ －　　　　〇〇〇〇° 　　　　－　　　　○ ○ － 

ペットボトルの処理 � デポジット制定着 （預かり金制度） � 分別処理推進 

底辺にある考え方 � 経済的損得を加曝した ルールづくり”  有料化の徹底・推進 � 自治体一任 

焼却場の数 � 68ヶ所 � 1．374ヶ所 
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書R活動

廃棄物削減としての3Rの概念 

彊d張∴集を成専

寵的忠　言穐纏綿

車亨雷事情

ごみ発生が少ない生活 

同じ包装材（ビンなど）を複数回使用 
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日本の実懇

平成24年度1人1日当りごみ排出量（単位：グラム）

出具：車種書き書データI ＝基づき後篇

輔弼轄輔弼鰯雲輔弼雑粥璧

県県県県撫県島県県府川県縄簾県県県県県県県燥

県　　　県

日本のごみ総排出量を都道府県別にみると、東日本で多

く、西日本で少ない傾向がみられる。国全体としての過去

からの推移を見ると、総排出量のピークは平成12年で、

平成24年度までの12年間に966万トン削減された。

国民一人・一日当りの排出量では、同期間で1，185

グラムから963グラムへ222グラムの削減となった

（下表参照）。

全国のごみ総排出量と国民一人・一日当り排出量

項目 � 平成12年度 （ピーク轄） � 平成24年度 � 削減量 

全回線排出量 � 5．483万トン � 4，517万トン � 966万トン 

一人・一目当り排出量 � 1．185グラム � 963グラム � 222グラム 
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日本の実態

1人1日当たりの排出量とリサイクル率劇的は年瞭境省

［ニコUue 一書－リサイクル章 � � � � �  

－ 

艶 聞 � 闊 � �  � �  「 �  � � �  �  �  � � � �  � �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  � �  �  �  �  � � 「山 

旧 旧 � 旧 � � †  「j  l i  Li  � l 　L（i  � � I 用　」、 � � � � H i  Ll  � i  � � �  � �  � � � � �� 《）　　　仁　一　　〈 ～＿m」Lm圧、＿　＿＿．－＿＿＿＿＿南＿＿ � � � � � � � � � �  � 日日 

間口 � �  � � � � � 冊□ 聞出 � � � ∵： � �  

輔弼群離竃謹輔弼… 雑雷捕縄輔弼掌特恵繕璧糞捕縄鞘

群馬県の位置付け

2012年度の本県における1人1日当たりの一般廃棄物排出量はワースト3位であり、また資

源ゴミのリサイクル率もワースト9位です。

☆平成24年度の都道府県別ごみ排出量を見ると東部地域で多く、西部地域で少ない傾向に

ある。

☆年度別排出量はピークの平成12年度が5，483万トンで、24年度は4，517万トンで約1，000

万トン（削減率17．6％）の削減となった。

国民一人，一日当りでは1，185から963グラムで222グラム（削減率16．8％）の削減となった。
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群馬県の実態

〟為〟5

★一人・一日当りの排出量

群馬県における一人一日当

りの一般廃棄物排出量は平成

18年度から減少傾向にある

が全国平均975グラムに比

べて101グラム多い。

★リサイクル率

群馬県のリサイクル率は平

成23年度に前年比上昇に転

じた。しかし、全国平均値2

0．4％と比較すると5．5

ポイントも低い。

十人・一日当。のごみ珊重の推移（単位：グラム）l  

1・100一一機一一・一1－一一〇一一・一一一一一一　、㌧Ti 一、－1－－－－ 
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一事一群馬県　　　十〇・全国 

l リサイクル率の推移（単位：％）1 
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一〇一群馬県　　　一〇・全国 

平成24年度の群馬県民一人一日当りのごみ排出量はワースト3位、

資源ごみのリサイクル率はワースト9位である。過去10年間の変化

は下表のとおりである。

一人・一日当りのごみ排出量とリサイクル牢の全国・精鳥の比職

項目 � 地域 � 平成12車検 � 平成24年度 � 相葉重／ � 細農事／ 

（ピーク韓） � � リサイクル向上ポイント � 鵬減ポイント 

一人〇一日当りのごみ排出 � 磨き果 � 1．127グラム � 1．076グラム � 51グラム � 8．511 

全国 � 1、185グラム � 963グラム � 222グラム � 18．7％ 

リサイクル寧 � 精霊果 � 14．7el  � 14．996 � 0．2ポイント � 0．2ポイント 

全国 � 14．31°  � 20．4持 � 6．1ポイント � 6．1ポイント 

残念ながら群馬県はごみ削減について遅れているのが明白である。
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群馬県の実態

市町村別1人1日のゴミ排出量とリサイクル率

i 三選園1人1日当たりの排出量（g） 

‘ －リサイクル率（％） 

☆群馬県のごみ排出量を全国と同時期で比較すると一人“ 一日当り1，185グラムか

ら963グラムで、68グラム（削減率6．0％）の削減に留まっている。

☆中でも家庭から出る生活系ごみ量は平成24年度で全国一の量となっている。

1人1日当たりのゴミ排出量の推移

1人1日当たりの排出量

H23年度の本県における1人1日当たり

の一般廃棄物排出量は1．076gで、前

年度から減少しましたが、東日本大震災

の災害廃棄物の発生により、2gの減少

に止まりました。

近年はH18年度から減少傾向にありま

すが、全国平均値の975gに比べて101

g多くなっている。

リサイクル率

H23年度の本県におけるリサイクル率は1

4．9％で、前年度に比べて0．1ポイント増

加し、H22年度までの減少傾向から増加に

転じました。

全国と比較すると、H23年度で全国の20．

4％と比べて5．5ポイント低くなっている。
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ドイツの歴史

早耳劉聴歴史－ � 轟， � 韓 

董嵩曲黒　　　　　　　　　　柳副埋立趣副 

漢一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案臆臆 

自書‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾／‾‾‾、‾ 

芦田亜謡監制 

書聖輩出認許鞭 
軽1 

1零封　生産者責任　謹龍琵謹書照が鼻鴇他 

国璽、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

的馴軸　雷詩包装甫募改正 

！＼i  

中国蚕室卜華甲＿珊避珊瑚 

申　醜謹話‾‾‾〝‾‾‾‾‾芋窪豊… 藷詳細 

㌔’ 　珊軸回… サイ軸靴 

軸暗輔弼i 語諾軸縄珊 

郎真豪想起連環通電睦同島 

訓電通観」即二だ鯖帰農冊穏織 

登中　輔鞋　日脚胴囲束 

討劃概轟 

醐朝抽霊草嚢 

ゴ喜処理ヨ穏ト
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ゴミ排出量

ドイ● ye歴史

／1972寓彊

発生回避（3R原則） 

廃棄物の発生回避及び適正処理法

容器包装令（DSD設立） 

廃棄物の発生回避に関する法

生産者責任“ 事業者義務 

！エ度量1日貝肝“ 軍司巨1日 　　循環経済の促進 

998 � 容器包装令大改正 

強制デポジット制発動 

改正法施行」 

t  

09 � 第5次改定施行 

施行後 

進と環境保全上の適正処理法

全国共通システム稼働

グリーントか管理団体DSD独占から数社へ拡大

デポジット額を25¢に統一

容器包装の回収，リサイクル最適化

詩争原理

1）家庭用と業務用分離

2）廃棄物処理の透明性向上

3）適正競争にための条件整備

DSDの他10社へ拡大

分別収集

リサイクル費半減

ゴミ処理コスト
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ドイツの現誰

肝市場捌毒 �  �  �  � 書． 

轟醍揺藩寵膳見る巌霧議管理廓胸痛控弛

弱率出島榔畢審珊葦原ご軸髄粗糖
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酵I 揚′ し　ブドイツの現状

環境負荷　処理コスト

11 i Ref use，Reduce（発生抑制）i  

t 　　　　S 

Reuse（再使用） �  

8　　　　　　m 

Recycl e（再利用） � �  

8　　　1 

Heat Recovery（熱回収）） 

1　　　8 

Di sposal （処分）） � �  

▼ ∴∴∴↓  

大　　　　大

下 発生 

抑制 

／ � 再使用 リサイケバ 

l  � 認諾二五 

／ � 処分 

1970年代

発生抑制

再使用

リサイクル

熱回収など

の再利用

2009年以降

循環経済法に見る廃棄物管理の階層変化

Reuse（再使用）

自→臼

cl e（リサイクル）

osat （処理）

‾“ 事嚢

埋毅



DSDシステム紹介

〟苓〟∴β

旧師肥土車重青書翫曲締舟 

l 　　　　種細面∴∴∴∴　彊 

轟を 

一一一一一一一一一一一関南－＝一一一一ヰ　打直吋→厨言葉即売肥田11 

∴：L　　　　　　　　　　　　　　　… m l  

！「百害竃繭醸葉擁　　　　　　　　　　抽軸調簾網 

車斗∴∴糊職印閥○ 明峰調和嬉競龍的曲即 　　事山田格鞠P義軍、蓋鶴豊轄繕韓　　　　　　　　　　　　　　漣 

訊ね一機・魂巧肝 

i 臆賀器間藤器軸… 事案坤瞳≡ 

瞳二重塾垂董垂＼調音一 　言菖基軸 



酵I 揚′ L e DSDシステム紹介

く　　モノの流れ
消費者負担ゼロ

く金の流れ 　25¢ 曲J i ス‾’ く‾マ‾ � � �  � － 

ケツト百貨店小売り店！、 中身の価格 プンクト … ＞ 親書袈輯メ一部 

廃棄物管理会社 

Wast eMamagement Company 

私企業観0％、 � 自治体20％ 

グリューネ“  

〇　〇　〇　〇　　　　　　看 

“ ㍍l 獲患i  

SS音調日田間隔閉園附け1郎間隔晴　－ 

i  l 素材別リサイケ鵬諸l 　V奇　　　　ラ 

回国口重］臣事l  

リサイクル費用 1号 

！素材別酬ル業者！ 

！リサイ媒吉日リサ伽者旧リサイ鵬書冊イ舶香り 

DSDシステム

容器包装メーカーがなどすべてをライセンス料としてDSDに納入

このライセンス料から

分別収集費用は自治体や私企業に対し全額支払い

リサイクル費用も同様に業者に全額支払い

消費者はデポジット料を一時負担、回収に協力し返金を受ける

容器包装業者以外の事業者の負担はゼロ

消費者、流通業者、自治体、分別収集業者、リサイクル業者
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ドイツのしく軸

L＿＿＿＿＿ � 上イ∴芋の1 �  � 事 � 1 �  � 再 

鞠包厳密接遇・

捌ぜ色事真書

ドイ瞥∴∴鞘豊胸叶でな‡ 収集種選別も事業苗蹄負摺

りサイ加担にかかる古瓦で同線葉

寓鶴亀嘗脊纏遇・襖

嘱する竃接轄；
奇… …

曽埋
国

富馨富豪

リサイ缶し撞重言

日暮　　再生軽費卸みが事業寄偶義抱

鴫欝d選別は市町常田負担‡ 市民鳴凝甜
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酵パネルクドイ・ye仕組軸（日本との対比）

t O音量の流れ 

く・〇・金の � � � れ 

容器包装を製造”  使用する事業者 �  � “ 〇° ，■ 1° “ ，“ 〃。。獲〇° ，。。臆臆漢草堂豪華請案88 � � �  

〇 〇 〇 � ライセンス料 � �  � �  

○ ○ ●  �  � 「デュアルシス � 瑚聞閏．　A 
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ドイツ廉薫物溝含紹介

（1）ドイツ容器包装廃棄物令（1991年）

3Rの原則が採用されたドイツでは1991年にこの法令を制定した。

当時、埋立て処分場の限界、焼却施設の能力の限界等により廃棄物

処理対策が急務であった。家庭から出る廃棄物の重量で5割、容量で

3割を占める容器包装廃棄物を減量するためのこの法律は、製造者等

の事業者に対して容器包装廃棄物の回収と再利用の義務を課して窒

旦」当初は事業者から大きな反対が起こったが、関係業界は自主的に

容器包装廃棄物の回収・リサイクルを管理する会社であるDSDを設

立した。

（2）ドイツ循環経済廃棄物法（1994年制定）

この法律は1996年に施行され、廃棄物管理上、最も基本的な根幹

をなすものである。廃棄物政策の重点を従来の処理から物質循環の促

進へと移行することにより、環境と調和した廃棄物処理の確保、資

源・エネルギーの効果的節約、廃棄部分の少ない製品の開発などを目

指している。

この法律では循環型経済の構築を目的に、発生者負担の原則を採用

し、更に「発生抑制（Reduce）→再使用（Reuse）→再利用（Recycl e）

→エネルギー的利用→処分」という廃棄物処理の優先順位を確立

していることは特徴的である。
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発生抑制

★発生抑制しない場合

①大量のごみ発生　②大気汚染悪化　③埋立問題深刻

紙

家庭ごみ 生ごみ 

ダイオキシン

大気汚染

家庭ごみ量　　い　→　焼却・埋立て量　　い　→　大気汚染　　どい

★発生抑制した場合

①排出ごみ減少　②大気汚染減少　③埋立量減少

（ドイツの方向性および現状に近い。日本はかなり不十分）

包装容器 

刃　　　再使用Reuse 

紙 �  

＼ 　　再利用Recycl e 

古新聞 

廃棄食材 � 　　　　　　　　　●  家庭ごみ　　　　　　地　房 � � � � � 大 気 襲 

植物ごみ �  �  �  � 焼却 �  生ごみ 　　　　t L 

家庭ごみ量の削減　→　焼却・埋立て量削減　→　大気汚染削減 

⇒　焼却炉のある地域は地域集中暖房などの恩恵 
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ゴミ焼却炉の比轍

日本の一般廃棄物焼却施設は下表のとおりで、ヨーロッパと

比較すると小規模の焼却炉が圧倒的に多いことがわかる。

一般鹿妻物焼却施設の国別比顔（2005年）

出典：社団法人日本機械工業連合会

自若 � 龍轍轍 � 合軸織れ � 事増能力 

（トン／h） � （トン／日・鷹譲） 

オーストリア � 9 � 91 � 243 

デンマーク � 34 � 577 � 407 

フランス � 127 � 1，909 � 361 

ドイツ � 18 � 2．445 � 81番 

ノルウェー � 13 � 78 � 144 

スイス � 30 � 464 � 371 

日本 � ！，書74 � ★8．187 � 14番 

【★日本の合計能力はぐんま日独協会による計算値】

ヨーロッパ、特にドイツで焼却炉が少ないのは環境問題回避

のためであり、またそこから発生する熱で地域集中暖房などを

実施して、地元住民に恩恵を与えている。
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ドイツでは、1986年にペットボトルのリターナブル

容器としての導入が始まった。2003年に「包装廃棄物

令　72％強制デポジット法」が施行され一時的にリターナ

ブル容器の比率が高まった。2003年にノンアルコール

飲料の容器構成は18．8％に上がったが、2005に廃

案になり、2006年には下げ傾向になった。現在では法

的にもリターナブル化する根拠になっていない。

デポジット金額は使い捨て容器25セント、リユース容器

15セントであった。

ポジット戻し機

の写真
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ゴミの有料化

ドイツではごみの減量化のために、自治体から配布される各種の大

きさのごみ箱に入れて回収される。回収費用は家族の人数とごみ箱の大

きさによって異なり、また自治体によっても大きな違いがある。欧米諸

国ではすでにごみ処理の有料化は当然と考えられている。

一方日本では、ごみの有料化を実施している全国市区町村の割合は

62．4％（全国1，741中1，086）（2014年4月現在）で、着実に増加傾向にあ

る。ここでは東京都八王子市を例に上げて考えることにする。

八王子市家庭系ごみ量の推移（例）

年　　度 � 2003年 � 2004年 （有料化） � 2006年 � 2008年 � 2010年 � 2012年 

人口　　　　　　（人） � 536；095 � 541．831 � 548．130 � 556．296 � 563，263 � 564．585 

家庭ごみ排出量　（t ） � 160．318 � 151．333 � 140，308 � 135，839 � 131，890 � 133．672 

1人一目当たり家庭ごみ � 817 � 765 � 702 � 669 � 642 � 648 

排出量　　　　（g） � � （－6，4％） � （－14．1的 � （－18．1的 � （－21．伸） � ぐ20．7） 

（＊育）事業系ごみ（t ） � 44．932 � 44．820 � 47．298 � 41．049 � 35．897 � 34．622 

（丸書出版「ごみ効率化」より）

2004年に八王子市は有料化と同時に、有料化ごみの集積所収集から戸

別収集に切り替え、分別収集と資源化を徹底した。有料化は排出する指

定の袋（40L＝75円・20L＝37円・10L＝18円）の値段である。

焼却ごみの量は有料化前年比4万トン近く減量し、その結果年間焼却

量2．8万トンの館清掃工場を2010年に停止することが出来た。有料化の

実施が将来にわたり、大きな中間処理費削減効果をもたらすだろう。
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璃墳教育と課題

く篇I j 宥

現在、ごみ処理費用は税金で賄われていて、市民はその痛みを

直接感じることがない。ごみの排出量に応じてごみ処理料金を負

担するようになれば市民はごみ減量を意識することになる。焼却

施設はごみが少なすぎると温度が下がってダイオキシンを出す

ことになり、一定量のごみが出ないと却って困ることになり、ご

み減量を唱えられないというおかしな事態も発生している。

「ミミズは生ごみを土に変えてしまうが、プラスチックは土に

変えられない。ミミズはプラスチックが嫌いだ。ミミズが嫌いな

ものは環境に悪いんだ」、そんな教育もドイツでは行われている。

しかも授業ではなく日常の学校生活や放課後の生活の中で。

ドイツではごみを出さない工夫をし、出てしまったごみはリサ

イクルした上で、残ったごみをさらに利用しようとしている自治

体が多い。さて日本で、群馬で、まずどんなことがすぐにできる

のか。まずはごみの有料化＝取りあえずごみ袋の有料化（袋

1枚10円程度では有料化のうちに入らない！）＝からすぐに

でも実行に移そう、そんなことになればよいのだが。
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環境教育と課題

誘 � 粗金圏 
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i ≡　ごみ処理分 

ごみ処理分の税金を低く抑える

第才寮

・ごみ処理分が税金に含まれている。 

・ごみ処理分の税金がいくらか見えない。 

・ごみ減量化しても負担は変わらない。 

2分 � ・ごみ処理分が税金に含まれない。 

・ごみを減量化するとごみ処理料が抑え 

られる。→　努力をすれば報われる。 

ごみを多く出す人のごみ処理料 

（「ヽ　　ごみ減量化した人のごみ処理料 

ごみ減量化は市民の高い環境意識がないと実現できない。高い

環境意識を植え付けるには環境教育が必須である。

環境先進国ドイツでも環境教育に問題が無いわけではない。「環

境保護」という授業科目があるわけではなく、いろいろな授業の

中で、また課外活動の中で地道な努力が行われている。『ミミズは

生ごみを土に変えてしまうが、プラスチックは土に変えられない。

ミミズはプラスチックが嫌いだ。ミミズが嫌いなものは環境に悪

いんだ』、そんなミミズを飼う教育もその一つの例だ。


